
愛知県地域保健医療計画 中間見直し 新旧対照表 

新 旧 

５ 肝炎対策 
 【現状と課題】                  

５ 肝炎対策 
 【現状と課題】       

   現  状  
１ 正しい知識の普及啓発と受検の促進 
○ わが国の肝炎ウイルス感染者は、B
型が110万人～140万人、C型が190万人
～230万人存在すると推定されてお
り、本人が感染に気づかないうちに慢
性肝炎から肝硬変、肝がんへと進行す
ることが問題となっています。 

 ○ 平成14(2002)年度から市町村が実施
主体となり、老人保健事業（平成
20(2008)年度から健康増進事業）で、
40歳以上の地域住民を対象とした「肝
炎ウイルス検診」が実施されていま
す。 

 ○ また、平成19(2007)年度から保健所
において、感染リスクがある希望者に
対し、無料肝炎ウイルス検査を実施す
るとともに、平成20(2008)年度からは、
医療機関でも同様に無料で検査を受け
られるようにするなど検査体制の充実
を図ってきました。 

 ○ 肝炎ウイルスに関する正しい知識、
検査の受検勧奨等に関するポスター、
リーフレットを作成、掲示・配布した
り、新聞、ラジオその他インターネッ
トを活用し、検査の受検勧奨や医療費
助成制度について広報しています。 

  課  題  

○ 県及び市町村は、肝炎ウ
イルス検査(検診)の機会
を設け、県民に対し受検勧
奨を行ってきましたが、行
政の検査における受検者
数からみると、多くの未受
検者が存在し、肝炎の正し
い知識と検査の必要性に
ついての認識が十分浸透
していないと考えられま
す。 

○ このため、検査の受検を
勧奨し、肝炎の正しい理解
が進むよう効果的な普及
啓発・情報提供を行うとと
もに、受検促進策を講じて
肝炎ウイルス検査の受検
者を掘り起こす必要があ
ります。また感染を拡大さ
せないために、新たな感染
の可能性が高い若年層に
対する感染予防について
の啓発等も必要です。 

   現  状  
１ 正しい知識の普及啓発と受検の促進 
○ わが国の肝炎ウイルス感染者は、B
型が110万人～140万人、C型が190万人
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り、本人が感染に気づかないうちに慢
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炎ウイルス検診」が実施されていま
す。 
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医療機関でも同様に無料で検査を受け
られるようにするなど検査体制の充実
を図ってきました。 
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検査の受検勧奨等に関するポスター、
リーフレットを作成、掲示・配布した
り、新聞、ラジオその他インターネット
を活用し、検査の受検勧奨や医療費助
成制度について広報しています。 

  課  題  

○ 県及び市町村は、肝炎ウ
イルス検査(検診)の機会
を設け、県民に対し受検勧
奨を行ってきましたが、行
政の検査における受検者
数からみると、多くの未受
検者が存在し、肝炎の正し
い知識と検査の必要性に
ついての認識が十分浸透
していないと考えられま
す。 

○ このため、検査の受検を
勧奨し、肝炎の正しい理解
が進むよう効果的な普及
啓発・情報提供を行うとと
もに、受検促進策を講じて
肝炎ウイルス検査の受検
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対する感染予防について
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※図・表の修正は煩雑になるためタイトルに下線・マーカーをしています
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２ 検査から治療への適切な移行 
 ○ 肝炎ウイルス検査で発見された陽性

者を的確に診断し、適切な医療につな
ぐことが重要であり、正確な病態の把
握や治療方針の決定には、肝疾患に関
する専門医療機関の関与が必要なた
め、保健所検査においては専門医療機
関への受診勧奨を行っています。 

３ 適切な肝炎医療の提供  
○ 病態に応じた適切な肝炎医療提供の
ためには、肝疾患に関する専門医療機
関において治療方針の決定を受ける必
要がありますが、その一方患者が安定
した病態を示す場合等は日常的な診療
において、かかりつけ医による診療が
望ましく、かかりつけ医と専門医療機
関との連携が必須です。 

○ 地域における肝疾患診療の向上、均
てん化を 図ることを目的とし、平成
20(2008)年4月以降、肝疾患診療連携
拠点病院及び肝疾患専門医療機関を
指定し、拠点病院・肝疾患専門医療機
関・かかりつけ医との肝疾患診療ネッ
トワークを構築しています。(表2-8-
11、2-8-12) 

○ 肝炎患者は病気の進行、治療、就労
の継続、経済的な問題など様々な不安
を抱えており、安心して治療を開始・継
続していくため、拠点病院において肝
疾患相談室を開設し、患者等を支援し

○ 専門医療機関への受診
勧奨はしていますが、その
後に医療機関へ受診した
かどうかについては、把握
しておらず、確実に適切な
医療につなぐためには、そ
の後の受診状況の把握等
が必要です。 

○ 市町村の検査による陽
性者についても、受診状況
の把握等を市町村に働き
かける必要があります。 

○ 陽性者自らが治療・経過
観察の必要性などを理解
し、受診を継続していける
ように支援する必要があ
ります。 

○ 拠点病院・肝疾患専門医
療機関・かかりつけ医との
肝疾患診療ネットワーク
を構築し、連携を図ってき
たところですが、さらに拡
充しながら、治療水準の向
上と均てん化を図ってい
く必要があります。 

２ 検査から治療への適切な移行 
 ○ 肝炎ウイルス検査で発見された陽性

者を的確に診断し、適切な医療につな
ぐことが重要であり、正確な病態の把
握や治療方針の決定には、肝疾患に関
する専門医療機関の関与が必要なた
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望ましく、かかりつけ医と専門医療機
関との連携が必須です。 

○ 地域における肝疾患診療の向上、均
てん化を 図ることを目的とし、平成
20(2008)年4月以降、肝疾患診療連携拠
点病院及び肝疾患専門医療機関を指定
し、拠点病院・肝疾患専門医療機関・
かかりつけ医との肝疾患診療ネットワ
ークを構築しています。(表2-8-11、2-
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継続、経済的な問題など様々な不安を
抱えており、安心して治療を開始・継続
していくため、拠点病院において肝疾
患相談室を開設し、患者等を支援して

○ 専門医療機関への受診
勧奨はしていますが、その
後に医療機関へ受診した
かどうかについては、把握
しておらず、確実に適切な
医療につなぐためには、そ
の後の受診状況の把握等
が必要です。 

○ 市町村の検査による陽
性者についても、受診状況
の把握等を市町村に働き
かける必要があります。 

○ 陽性者自らが治療・経過
観察の必要性などを理解
し、受診を継続していける
ように支援する必要があ
ります。 

○ 拠点病院・肝疾患専門医
療機関・かかりつけ医との
肝疾患診療ネットワーク
を構築し、連携を図ってき
たところですが、さらに拡
充しながら、治療水準の向
上と均てん化を図ってい
く必要があります。 
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ています。 
○ B 型及び C 型肝炎は、インターフェロ

ン治療等が奏効すれば、その後の肝硬
変、肝がんといった重篤な病態を防ぐ
ことが可能ですが、この治療に係る医
療費の患者負担が高額であるため、国
の制度に基づく医療費助成を実施し、
肝炎患者の経済的負担の軽減を図って
います。 

○ 肝炎患者が治療開始・継
続できるように国の制度に基
づく医療費助成を継続実施し
ていく必要があります。また、
治療法の進歩や医療費助成制
度を知らないために未治療で
ある方を治療に繋げていくた
めに、市町村・医療機関等に
対し、肝炎治療や医療費助成
制度についての普及啓発を行
う必要があります。 

います。 
○ B 型及び C 型肝炎は、インターフェロ

ン治療等が奏効すれば、その後の肝硬
変、肝がんといった重篤な病態を防ぐ
ことが可能ですが、この治療に係る医
療費の患者負担が高額であるため、国
の制度に基づく医療費助成を実施し、
肝炎患者の経済的負担の軽減を図って
います。 

○ 肝炎患者が治療開始・継
続できるように国の制度に基
づく医療費助成を継続実施し
ていく必要があります。また、
治療法の進歩や医療費助成制
度を知らないために未治療で
ある方を治療に繋げていくた
めに、市町村・医療機関等に
対し、肝炎治療や医療費助成
制度についての普及啓発を行
う必要があります。 

【今後の方策】 
○ 国の「肝炎対策基本法」に基づき策定した「愛知県肝炎対策推進計画」

に沿って肝炎対策を総合的に推進します。 
○ 県民に対して、検査の受検を勧奨し、肝炎についての正しい理解が進

むよう効果的な普及啓発・情報提供等を行い、肝炎ウイルス検査の受
検者を掘り起こすとともに、感染の拡大を防止するため、新たな感染
の可能性が高い若年層に対し、血液の付着する器具の共有を伴う行為
等による感染の危険性等について啓発し、新たな感染を予防します。

○ 検査希望者が検査を受検できるよう、引き続き保健所等の無料検査
体制を維持するとともに、市町村の健康増進事業における肝炎ウイル
ス検診の個別勧奨の推進など、検査の受検促進を図ります。 

 ○ 検査で陽性となった者が確実に適切な医療機関を受診するために、
結果伝達時に専門医療機関を受診するよう働きかけるとともに、その
後の受診状況の確認と未受診の場合の受診勧奨を行う体制を整備しま
す。 

○ 治療に対する患者自らの自覚を促す一助とするため、病態や生活上
の注意事項を紹介し、また、治療や経過の記録が残せるような資材を作
成、配布します。 

○ 肝疾患診療連携拠点病院や肝疾患専門医療機関とかかりつけ医との
ネットワーク（肝疾患診療ネットワーク）を構築し、連携を図ってきた
ところですが、さらに拡充しながら引き続き治療水準の向上と均てん
化を図ります。 

○ かかりつけ医と専門医療機関が連携して診療し、陽性者に適切な医
療が行われるよう肝炎診療支援（診療連携）マニュアルを作成・配布し
ます。 

○ 肝炎患者の治療についての不安や精神的負担の軽減や、肝炎患者の

【今後の方策】 
○ 国の「肝炎対策基本法」に基づき策定した「愛知県肝炎対策推進計画」

に沿って肝炎対策を総合的に推進します。 
○ 県民に対して、検査の受検を勧奨し、肝炎についての正しい理解が進

むよう効果的な普及啓発・情報提供等を行い、肝炎ウイルス検査の受検
者を掘り起こすとともに、感染の拡大を防止するため、新たな感染の可
能性が高い若年層に対し、血液の付着する器具の共有を伴う行為等に
よる感染の危険性等について啓発し、新たな感染を予防します。 

○ 検査希望者が検査を受検できるよう、引き続き保健所等の無料検査
体制を維持するとともに、市町村の健康増進事業における肝炎ウイル
ス検診の個別勧奨の推進など、検査の受検促進を図ります。 

 ○ 検査で陽性となった者が確実に適切な医療機関を受診するために、
結果伝達時に専門医療機関を受診するよう働きかけるとともに、その
後の受診状況の確認と未受診の場合の受診勧奨を行う体制を整備しま
す。 

○ 治療に対する患者自らの自覚を促す一助とするため、病態や生活上
の注意事項を紹介し、また、治療や経過の記録が残せるような資材を作
成、配布します。 

○ 肝疾患診療連携拠点病院や肝疾患専門医療機関とかかりつけ医との
ネットワーク（肝疾患診療ネットワーク）を構築し、連携を図ってきた
ところですが、さらに拡充しながら引き続き治療水準の向上と均てん
化を図ります。 

○ かかりつけ医と専門医療機関が連携して診療し、陽性者に適切な医
療が行われるよう肝炎診療支援（診療連携）マニュアルを作成・配布し
ます。 

○ 肝炎患者の治療についての不安や精神的負担の軽減や、肝炎患者の
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受診継続を支援していけるようにするために、現行の肝疾患相談室の
機能の充実や、保健所や市町村の担当者に対し研修を開催します。 

 ○ B 型及び C 型ウイルス肝炎の根治を目的として行う抗ウイルス療法
については、国の制度に基づき引き続き医療費の助成を実施していく
とともに、肝炎治療及び医療費助成制度について、肝炎患者、市町村、
医療機関等関係機関に広く周知していきます。 

○ 肝がん・重度肝硬変の長期に渡る治療に対し、国の制度に基づき、
中・低所得の患者の医療費の負担軽減を図ると共に、患者、市町村、医
療機関等関係機関に広く周知していきます。 

受診継続を支援していけるようにするために、現行の肝疾患相談室の
機能の充実や、保健所や市町村の担当者に対し研修を開催します。 

 ○ B 型及び C 型ウイルス肝炎の根治を目的として行う抗ウイルス療法
については、国の制度に基づき引き続き医療費の助成を実施していく
とともに、肝炎治療及び医療費助成制度について、肝炎患者、市町村、
医療機関等関係機関に広く周知していきます。 

 （新規） 
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愛知県地域保健医療計画 中間見直し 新旧対照表 

新 旧 

第９節 歯科保健医療対策 
 【現状と課題】                  

第９節 歯科保健医療対策 
 【現状と課題】       

 現  状 
１ かかりつけ歯科医の推進
 ○ 平成28(2016)年生活習慣関連調査に

よると、かかりつけ歯科医を持つ者の
割合は 77.9％となっています。一方、
歯の検診を年 1 回以上受けている者の
割合は 49.0％となっています。（表 2-
9-1）

２ 歯科医療体制の充実
(1) 病診・診診連携の推進
○ 生活習慣病の増加に伴い、歯科診療
所への受診者が有病者である確率が高
くなっています。

○ 歯科口腔外科を有する病院と診療所
の紹介システムが円滑に稼動するよ
う、愛知県歯科医師会が体制整備をし
ています。

(2) 在宅療養者（児）への歯科診療の推進
○ 在宅医療サービスを実施している歯
科診療所は 24.3％です。そのうち、居
宅の訪問診療は16.1％、施設は16.3％、
歯科衛生士による訪問歯科衛生指導は
7.7％となっています。介護保険の居宅
療養管理指導は、歯科医師 8.3％、歯科
衛生士等 5.8％となっています。（表 2-
9-2）

 ○ 在宅療養支援歯科診療所数は、令和
3(2021)年 1 月現在で 564 か所、15.1％

 課  題 

○ かかりつけ歯科医機能に
ついて住民に広く周知し、
定期的な歯科検診を積極的
に推奨する必要がありま
す。

○ かかりつけ歯科医は、口
腔管理を担う歯科衛生士と
ともに、ライフステージに
沿った口腔管理の推進を図
る必要があります。

○ 治療効果の向上及び安全
な歯科医療を提供するた
め、医科歯科連携を推進す
る必要があります。

○ 高度な歯科医療の提供に
おいては、病院と歯科診療
所の機能分担を行う必要が
あります。

○ かかりつけ歯科医とし
て、在宅療養者（児）への訪
問歯科診療及び居宅療養管
理指導を行う歯科診療所の
増加が望まれます。

○ 在宅療養支援歯科診療所
のさらなる増加を図り、急
性期から在宅に至るまでの
切れ目ない口腔管理の提供
体制・連携体制を整備して

 現  状 
１ かかりつけ歯科医の推進
 ○ 平成 28(2016)年生活習慣関連調査に

よると、かかりつけ歯科医を持つ者の
割合は 77.9％となっています。一方、
歯の検診を年 1 回以上受けている者の
割合は 49.0％となっています。（表 2-
9-1）

２ 歯科医療体制の充実
(1) 病診・診診連携の推進
○ 生活習慣病の増加に伴い、歯科診療
所への受診者が有病者である確率が高
くなっています。

○ 歯科口腔外科を有する病院と診療所
の紹介システムが円滑に稼動するよ
う、愛知県歯科医師会が体制整備をし
ています。

(2) 在宅療養者（児）への歯科診療の推進
○ 在宅医療サービスを実施している歯
科診療所は 23.1％です。そのうち、居
宅の訪問診療は14.6％、施設は15.0％、
歯科衛生士による訪問歯科衛生指導は
5.9％となっています。介護保険の居宅
療養管理指導は、歯科医師 6.7％、歯科
衛生士 4.0％となっています。（表 2-9-
2）

 ○ 在宅療養支援歯科診療所数は、平成
30(2018)年1月現在で628か所、16.7％

 課  題 

○ かかりつけ歯科医機能に
ついて住民に広く周知し、
定期的な歯科検診を積極的
に推奨する必要がありま
す。

○ かかりつけ歯科医は、口
腔管理を担う歯科衛生士と
ともに、ライフステージに
沿った口腔管理の推進を図
る必要があります。

○ 治療効果の向上及び安全
な歯科医療を提供するた
め、医科歯科連携を推進す
る必要があります。

○ 高度な歯科医療の提供に
おいては、病院と歯科診療
所の機能分担を行う必要が
あります。

○ かかりつけ歯科医とし
て、在宅療養者（児）への訪
問歯科診療及び居宅療養管
理指導を行う歯科診療所の
増加が望まれます。

○ 在宅療養支援歯科診療所
のさらなる増加を図り、急
性期から在宅に至るまでの
切れ目ない口腔管理の提供
体制・連携体制を整備して

※図・表の修正は煩雑になるためタイトルに下線・マーカーをしています
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となっています。（表 2-9-3）
○ 在宅療養者（児）の口腔管理を実践
する歯科衛生士が不足しています。

○ 地域包括ケアシステムにおいて、医
療・介護の多職種連携による口腔ケア
支援体制の整備が進められています。

○ 平成28(2016)年生活習慣関連調査に
よると、誤嚥性肺炎が歯と口の健康に
関連があることを知っている者は
27.8％となっています。

(3) 障害者（児）への歯科診療の推進
 ○ 平成29(2017)年４月に実施した障害

者（児）入所施設における歯科保健サ
ービス提供状況調査（愛知県健康福祉
部）によると、歯科検診を実施してい
る施設の割合は 90.4％となっていま
す。

○ 社会福祉施設等の通所者・入所者の
口腔内状況は、愛知県歯科医師会の活
動や市町村、保健所のサポートにより
改善されています。

 ○ 障害者（児）の治療を行っている歯
科診療所は、24.6％となっています。
（表 2-9-4）
 なお、愛知県歯科医師会では障害者
歯科医療連携システムの構築を進めて
います。

(4) 救急歯科医療及び災害時歯科保健医
療の対応
○ 地区歯科医師会は地元市町村と協議
し、休日夜間歯科診療所の開設、又は、
当番医制による自院での休日・夜間救
急対応をしています。

○災害時の歯科医療救護体制と歯科保健
医療活動に必要な医薬品等を確保する

いく必要があります。
○ 在宅歯科医療に従事する
歯科衛生士の確保、人材育
成が必要です。

○ 地域包括ケアシステムに
おける歯科医療の役割につ
いて、医療・介護関係者の理
解を深める必要がありま
す。

○ 在宅療養者（児）の口腔
ケアや口腔管理の重要性に
ついて、住民に広く啓発す
る必要があります。

○ 障害者（児）の定期的な
歯科検診や予防管理を含め
た歯科医療の推進を図る必
要があります。

○ 社会福祉施設等における
歯科検診や保健指導が、継
続して実施できるよう支援
体制を整備する必要があり
ます。

○ 身近な地域で障害者（児）
が安心して歯科治療を受け
られる環境整備を進めると
ともに、医療圏ごとに後方
支援となる拠点の確保が必
要です。

○ 医療圏ごとに、休日夜間
等の効果的な救急体制を検
討していく必要がありま
す。

○大規模災害時は、長期の避
難所滞在により誤嚥性肺炎
等が頻発するため、避難所

と、着実に増加しています。（表 2-9-3）
○ 在宅療養者（児）の口腔管理を実践す
る歯科衛生士が不足しています。

○ 地域包括ケアシステムにおいて、医
療・介護の多職種連携による口腔ケア
支援体制の整備が進められています。

○ 平成 28(2016)年生活習慣関連調査に
よると、誤嚥性肺炎が歯と口の健康に
関連があることを知っている者は
27.8％となっています。

(3) 障害者（児）への歯科診療の推進
 ○ 平成 29(2017)年４月に実施した障害

者（児）入所施設における歯科保健サー
ビス提供状況調査（愛知県健康福祉部）
によると、歯科検診を実施している施
設の割合は 90.4％となっています。

○ 社会福祉施設等の通所者・入所者の
口腔内状況は、愛知県歯科医師会の活
動や市町村、保健所のサポートにより
改善されています。

 ○ 障害者（児）の治療を行っている歯
科診療所は、32.0％となっています。
（表 2-9-4）
 なお、愛知県歯科医師会では障害者
歯科医療連携システムの構築を進めて
います。

(4) 救急歯科医療及び災害時歯科保健医
療の対応
○ 地区歯科医師会は地元市町村と協議
し、休日夜間歯科診療所の開設、又は、
当番医制による自院での休日・夜間救
急対応をしています。

○災害時の歯科医療救護体制と歯科保健
医療活動に必要な医薬品等を確保する

いく必要があります。
○ 在宅歯科医療に従事する
歯科衛生士の確保、人材育
成が必要です。

○ 地域包括ケアシステムに
おける歯科医療の役割につ
いて、医療・介護関係者の理
解を深める必要がありま
す。

○ 在宅療養者（児）の口腔
ケアや口腔管理の重要性に
ついて、住民に広く啓発す
る必要があります。

○ 障害者（児）の定期的な
歯科検診や予防管理を含め
た歯科医療の推進を図る必
要があります。

○ 社会福祉施設等における
歯科検診や保健指導が、継
続して実施できるよう支援
体制を整備する必要があり
ます。

○ 身近な地域で障害者（児）
が安心して歯科治療を受け
られる環境整備を進めると
ともに、医療圏ごとに後方
支援となる拠点の確保が必
要です。

○ 医療圏ごとに、休日夜間
等の効果的な救急体制を検
討していく必要がありま
す。

○大規模災害時は、長期の避
難所滞在により誤嚥性肺炎
等が頻発するため、避難所
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ため、愛知県歯科医師会及び関係団体
と協定を締結しています。

３ ライフステージに応じた歯科保健対策
 ○ ３歳児の歯の健康状態は、全国でも

良好な状況を保っています。乳歯のむ
し歯抑制を目的とした２歳児対象の保
健事業は、令和元(2019)年度では県内
54 市町村のうち 50 市町村(92.6％)で
実施しています。また、乳幼児対象に
すべての市町村でフッ化物歯面塗布事
業を実施しています。

 ○ 12 歳児の歯の健康状態は、全国でも
良好な状況を保っています。永久歯の
むし歯減少を目的とした幼稚園・保育
所（園）・こども園及び小・中学校にお
けるフッ化物洗口は、令和元(2019)年
度末では幼稚園・保育所(園)・こども園
835、小学校 369、中学校 8 施設で実施
しています。

○ 市町村では、妊産婦を含む成人及び
高齢者を対象とした歯科健診や健康
教育、40・50・60・70 歳対象の歯周
病健診を実施しています。

○ 愛知県歯科医師会では、事業所歯科
検診を実施しています。

○ 平成28(2016)年生活習慣関連調査に
よると、糖尿病が歯と口の健康に関連
があることを知っている者は 25.5％と
なっています。

○ 市町村では、口腔機能の低下や低栄
養の恐れのある住民に対して、口腔機
能を評価するための歯科健診をはじめ
とした高齢者保健事業や介護予防事業
を実施しています。

４ 地域歯科保健情報の把握・管理、人材
育成

○ 保健所は、地域歯科保健業務状況報

における口腔ケア・口腔管
理を充実する必要がありま
す。

○ 市町村は、乳歯から永久
歯のむし歯の減少を目指し
て、予防効果が高いフッ化
物の応用を推進し、質の高
い事業の実施や、住民への
啓発を積極的に行う必要が
あります。

○ 保健所は、市町村が効果
的な事業展開ができるよ
う、市町村と協働して事業
評価に努める必要がありま
す。また、フッ化物洗口実施
施設に対して、事業評価を
含めた精度管理を支援する
必要があります。

○ 市町村は、妊産婦の口腔
管理の支援をはじめ、歯周
病対策を生活習慣病の一つ
として事業展開するととも
に、生活習慣病と歯周病の
関係などの知識の普及啓発
を図る必要があります。

○ 介護予防の一つとして、
口腔ケアの重要性、口腔機
能の維持向上について広く
啓発する必要があります。
また、かかりつけ歯科医と
して、口腔機能の低下にも
着目し、介護予防に資する
ことが必要です。

○ 保健所は、歯科保健デー

ため、愛知県歯科医師会及び関係団体
と協定を締結しています。

３ ライフステージに応じた歯科保健対策
 ○ ３歳児の歯の健康状態は、全国でも

良好な状況を保っています。乳歯のむ
し歯抑制を目的とした２歳児対象の保
健事業は、平成 28(2016)年度では県内
54 市町村のうち 49 市町村(90.7％)で
実施しています。また、乳幼児対象にす
べての市町村でフッ化物歯面塗布事業
を実施しています。

 ○ 12 歳児の歯の健康状態は、全国でも
良好な状況を保っています。永久歯の
むし歯減少を目的とした幼稚園・保育
所（園）・こども園及び小・中学校にお
けるフッ化物洗口は、平成 28(2016)年
度末では幼稚園・保育所(園)・こども園
765、小学校 361、中学校 10 施設で実
施しています。

○ 市町村では、妊産婦を含む成人及び
高齢者を対象とした歯科健診や健康
教育、40・50・60・70 歳対象の歯周病
健診を実施しています。

○ 愛知県歯科医師会では、事業所歯科
検診を実施しています。

○ 平成 28(2016)年生活習慣関連調査に
よると、糖尿病が歯と口の健康に関連
があることを知っている者は 25.5％と
なっています。

○ 市町村では、口腔機能の低下や低栄
養の恐れのある住民に対して、口腔機
能向上をめざすための介護予防事業を
実施しています。

４ 地域歯科保健情報の把握・管理、人材
育成

○ 保健所は、地域歯科保健業務状況報

における口腔ケア・口腔管
理を充実する必要がありま
す。

○ 市町村は、乳歯から永久
歯のむし歯の減少を目指し
て、予防効果が高いフッ化
物の応用を推進し、質の高
い事業の実施や、住民への
啓発を積極的に行う必要が
あります。

○ 保健所は、市町村が効果
的な事業展開ができるよ
う、市町村と協働して事業
評価に努める必要がありま
す。また、フッ化物洗口実施
施設に対して、事業評価を
含めた精度管理を支援する
必要があります。

○ 市町村は、妊産婦の口腔
管理の支援をはじめ、歯周
病対策を生活習慣病の一つ
として事業展開するととも
に、生活習慣病と歯周病の
関係などの知識の普及啓発
を図る必要があります。

○ 介護予防の一つとして、
口腔ケアの重要性、口腔機
能の維持向上について広く
啓発する必要があります。
また、かかりつけ歯科医と
して、口腔機能の低下にも
着目し、介護予防に資する
ことが必要です。

○ 保健所は、歯科保健デー
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告、母子健康診査マニュアル報告、地
域保健・健康増進事業報告等から、地
域歯科保健デ－タの収集・分析をし、
それらをもとに事業評価を行い、関係
機関との情報交換をしています。

○ 地域の歯科保健の向上を図るため、県、
保健所、歯科医師会、歯科衛生士会が
市町村歯科保健事業に従事する者を対
象に研修会を開催しています。 

タの収集、分析、事業評価を
行い、市町村等に還元する
必要があります。

○ 地域の課題に即した研修
を、歯科保健医療関係者の
みならず、企業、ＮＰＯなど
の健康関連団体等も対象に
企画する必要があります。

告、母子健康診査マニュアル報告、地域
保健・健康増進事業報告等から、地域歯
科保健デ－タの収集・分析をし、それら
をもとに事業評価を行い、関係機関と
の情報交換をしています。

○ 地域の歯科保健の向上を図るため、
県、保健所、歯科医師会、歯科衛生士会
が市町村歯科保健事業に従事する者を
対象に研修会を開催しています。 

タの収集、分析、事業評価を
行い、市町村等に還元する
必要があります。

○ 地域の課題に即した研修
を、歯科保健医療関係者のみ
ならず、企業、ＮＰＯなどの
健康関連団体等も対象に企画
する必要があります。

【今後の方策】 
○ 県民の８０２０達成のためには、関係者が歯科医療の機能連携を理
解する必要があることから、地域における歯科医療の供給体制につい
て情報共有できる環境整備を図っていきます。

○ 歯科医療の病診連携及び診診連携、機能連携を推進していきます。
○ 在宅療養者及び障害者（児）に対する歯科医療に従事する歯科医師及
び歯科衛生士の人材育成を推進し、医療提供体制を整備するとともに、
医療・介護の多職種と連携を図り、口からおいしく安全に食べるための
支援体制の整備に努めていきます。

 （削除）

○ かかりつけ歯科医を持ち、定期的な健康管理を推奨する普及啓発に
努めていきます。 

○ 県民の健康で質の高い生活の実現のため、ライフステージに沿った
歯科疾患対策（むし歯、歯周病）及び口腔機能の維持・向上に関する施
策の拡充に努めていきます。

○ 地域における歯科保健対策が推進されるよう、歯科保健データの収
集、分析、評価、還元を行うとともに、人材育成など市町村の求めに応
じた支援を積極的に展開していきます。

○ 健康づくり推進協議会及び同協議会歯科口腔保健対策部会において、
歯科保健対策の分析・評価を行い、県の施策を検討していきます。 

【今後の方策】 
○ 県民の８０２０達成のためには、関係者が歯科医療の機能連携を理
解する必要があることから、地域における歯科医療の供給体制につい
て情報共有できる環境整備を図っていきます。

○ 歯科医療の病診連携及び診診連携、機能連携を推進していきます。
○ 在宅療養者及び障害者（児）に対する歯科医療に従事する歯科医師及
び歯科衛生士の人材育成を推進し、医療提供体制を整備するとともに、
医療・介護の多職種と連携を図り、口からおいしく安全に食べるための
支援体制の整備に努めていきます。

○ 在宅歯科医療供給体制の充実に向けて、県内にある歯科系大学と連
携し、在宅診療に参画する歯科医の増加に努めます。

○ かかりつけ歯科医を持ち、定期的な健康管理を推奨する普及啓発に
努めていきます。 

○ 県民の健康で質の高い生活の実現のため、ライフステージに沿った
歯科疾患対策（むし歯、歯周病）及び口腔機能の維持・向上に関する施
策の拡充に努めていきます。

○ 地域における歯科保健対策が推進されるよう、歯科保健データの収
集、分析、評価、還元を行うとともに、人材育成など市町村の求めに応
じた支援を積極的に展開していきます。

○ 健康づくり推進協議会及び同協議会歯科口腔保健対策部会において、
歯科保健対策の分析・評価を行い、県の施策を検討していきます。
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愛知県地域保健医療計画 中間見直し 新旧対照表 

新 旧 

第３章 救急医療対策 

 【現状と課題】                  

第３章 救急医療対策 

 【現状と課題】       

 現  状 
１ 救急医療体制の整備
(1) 第１次救急医療体制
○ 令和２(2020)年 10月１日現在、休日
夜間診療所は医科が 42 か所、歯科が
18 か所設置されています（図 3-①）。
また、地区（医師会）単位で見ると、医
科では、休日夜間診療所設置が８地区、
在宅当番医制実施が３地区、両制度併
用が 15地区、未実施が１地区となって
います。
○ 比較的軽症の患者がまず最寄りの外
来救急医療を担う医療機関に受診する
よう、県民への啓発、周知を図るとと
もに、緊急性のない時間外受診の抑制
についても周知する必要があります。

 (2) 第２次救急医療体制
○ 「救急病院等を定める省令」では、救
急隊による常時の搬送先として、救急
病院、救急診療所を告示することとな
っています。
○ 第１次救急医療を担う休日夜間診療
所の後 方病院として、入院又は緊急
手術を要する救急患者の医療を担当す
る第２次救急医療施設が整備されてい
ます。第２次救急医療体制は、県内に
15ブロックを設定し、ブロックごとに
病院が輪番方式で対応する病院群輪番
制により実施されています（図 3-②）。
○ 令和２(2020)年 10 月１日現在、86
か所の医療機関が病院群輪番制に参加
しています。また、この他に、救命救急

 課  題 

○ 未実施地区については、
地域の第２次救急医療機関
と連携する必要がありま
す。

○ 日頃の病歴等健康状態を
管理し、急病時に適切な指
示が受けられるよう、「かか
りつけ医」の定着を図るこ
とが必要です。

○ 広域２次救急医療圏域と
２次医療圏域が整合しない
地域がありますが、その見
直しについては、救急搬送
の問題等を踏まえ検討する
必要があります。

○ 広域２次救急医療圏の事
情により第３次救急医療機
関が病院群輪番制に参加

 現  状 
１ 救急医療体制の整備
(1) 第１次救急医療体制
○ 平成 29(2017)年 10 月１日現在、休
日夜間診療所は医科が 41か所、歯科が
18 か所設置されています（図 3-①）。
また、地区（医師会）単位で見ると、医
科では、休日夜間診療所設置が８地区、
在宅当番医制実施が３地区、両制度併
用が 15地区、未実施が１地区となって
います。
○ 比較的軽症の患者がまず最寄りの外
来救急医療を担う医療機関に受診する
よう、県民への啓発、周知を図るととも
に、緊急性のない時間外受診の抑制に
ついても周知する必要があります。

 (2) 第２次救急医療体制
○ 「救急病院等を定める省令」では、救
急隊による常時の搬送先として、救急
病院、救急診療所を告示することとな
っています。
○ 第１次救急医療を担う休日夜間診療
所の後 方病院として、入院又は緊急
手術を要する救急患者の医療を担当す
る第２次救急医療施設が整備されてい
ます。第２次救急医療体制は、県内に
15ブロックを設定し、ブロックごとに
病院が輪番方式で対応する病院群輪番
制により実施されています（図 3-②）。
○ 平成 30(2018)年２月１日現在、89か
所の医療機関が病院群輪番制に参加し
ています。また、この他に、救命救急セ

 課  題  

○ 未実施地区については、
地域の第２次救急医療機関
と連携する必要がありま
す。

○ 日頃の病歴等健康状態を
管理し、急病時に適切な指
示が受けられるよう、「かか
りつけ医」の定着を図るこ
とが必要です。

○ 広域２次救急医療圏域と
２次医療圏域が整合しない
地域がありますが、その見
直しについては、救急搬送
の問題等を踏まえ検討する
必要があります。

○ 広域２次救急医療圏の事
情により第３次救急医療機
関が病院群輪番制に参加

※図・表の修正は煩雑になるためタイトルに下線・マーカーをしています
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センターを設置している 24 病院の第
３次救急医療機関のうち、広域２次救
急医療圏域の事情により、14病院が輪
番に参加して第２次救急医療体制の支
援を行っています。

(3) 第３次救急医療体制
○ 令和２(2020)年４月１日現在、救命
救急センターを 24か所指定し、第２次
救急医療機関の後方病院として脳卒
中、心筋梗塞、頭部損傷などにおける
重篤救急患者の救命医療の確保のた
め、24時間体制で対応しています。
  また、救命救急センターのうち、広
範囲熱傷、指肢切断、急性中毒等の特
殊疾病患者を受け入れる施設である高
度救命救急センターを１か所指定して
います。
なお、重篤な小児患者を 24時間体制
で受け入れ、超急性期の医療を提供す
る施設である小児救命救急センターを
平成 28(2016)年３月 30 日付けで１か
所指定しています。（図 3-③）

○ 厚生労働省が行う救命救急センター
充実段階評価において、平成 31～令和
元(2019)年は全ての救命救急センター
がＳまたはＡと評価されています。

し、第２次救急医療を担っ
ている広域２次救急医療圏
が９医療圏あります。この
現状を踏まえて、第２次救
急医療体制の在り方につい
て検討する必要がありま
す。

○ 緊急性の高い疾患につい
ては、救命救急センター及
びそれに相当する機能を有
する高度救命救急医療機関
が複数で機能別に対応し、
緊急性の高くない疾患につ
いては、それ以外の入院救
急医療機関で対応するな
ど、機能分化を一層推進す
ることが必要です。
○ 救急医療の最後の砦であ
る救命救急センターについ
ては、一定のアクセス時間
内に適切な医療を提供する
体制を整備する必要があり
ますので、原則として２次
医療圏に複数設置すること
が望まれます。

○ 救命救急センターのさら
なる機能強化・質の向上を
図る取り組みの実施が望ま
れます。

○ 救命救急センターなどの
高度救命救急医療機関が真
に必要な患者の受入れがで
きるように、急性期を過ぎ
た患者を受け入れる病院と
の機能分担を図ることが必
要です。

ンターを設置している 23 病院の第３
次救急医療機関のうち、広域２次救急
医療圏域の事情により、12病院が輪番
に参加して第２次救急医療体制の支援
を行っています。

(3) 第３次救急医療体制
○ 平成 30(2018)年２月１日現在、救命
救急センターを 23か所指定し、第２次
救急医療機関の後方病院として脳卒
中、心筋梗塞、頭部損傷などにおける重
篤救急患者の救命医療の確保のため、
24時間体制で対応しています。

なお、重篤な小児患者を 24時間体制
で受け入れ、超急性期の医療を提供す
る施設である小児救命救急センターを
県内で初めて平成 28(2016)年３月 30
日付けで１か所指定しました。
（図 3-③）

○ また、厚生労働省が行う救命救急セ
ンター充実度評価において、全救命救
急センターが最上位のＡと評価されて
います。

し、第２次救急医療を担っ
ている広域２次救急医療圏
が９医療圏あります。この
現状を踏まえて、第２次救
急医療体制の在り方につい
て検討する必要がありま
す。

○ 緊急性の高い疾患につい
ては、救命救急センター及
びそれに相当する機能を有
する高度救命救急医療機関
が複数で機能別に対応し、
緊急性の高くない疾患につ
いては、それ以外の入院救
急医療機関で対応するな
ど、機能分化を一層推進す
ることが必要です。
○ 救急医療の最後の砦であ
る救命救急センターについ
ては、一定のアクセス時間
内に適切な医療を提供する
体制を整備する必要があり
ますので、原則として２次
医療圏に複数設置すること
が望まれます。

（新規）

○ 救命救急センターなどの
高度救命救急医療機関が真
に必要な患者の受入れがで
きるように、急性期を過ぎ
た患者を受け入れる病院と
の機能分担を図ることが必
要です。
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 (4) 救命期後医療
○ 救急医療機関（特に第３次救急医療
機関）に搬入された患者が救急医療用
の病床を長期間使用することで、救急
医療機関が新たな救急患者を受け入れ
ることが困難になる、いわゆる医療機
関の「出口の問題」が指摘されていま
す。

(5) 母体救命救急体制
○ 重篤な合併症（脳卒中、心筋梗塞等）
を併発した妊産婦の救急患者について
は、救命救急センターや周産期母子医
療センターを中心に、救急医療部門と
周産期医療部門及びその関係部門（脳
神経外科、心臓血管外科等）が連絡を
取りあって受入れをしています。

２ 愛知県広域災害・救急医療情報システ
ムの運営
○ 昭和56(1981)年４月に県内全域を対
象とした愛知県救急医療情報システム
を整備し、県民等に対し 24時間体制で
医療機関の案内業務を行っています。
平成 10(1998)年には、災害時に医療
機関の被災情報を把握する広域災害医
療情報システムを導入し、現在では、
厚生労働省、他都道府県と連携して全
国共通の災害医療情報等を収集する広
域災害・救急医療情報システム（ＥＭ
ＩＳ）により災害医療の情報収集機能
の強化を図っています。
○ 平成 16(2004)年６月からは、インタ
ーネット方式による新たなシステムを
導入するとともに、現在では、５か国
語(英語、中国語、スペイン語、ポルト
ガル語、韓国語)による音声ＦＡＸ自動
案内を開始しています。
○ 平成 21(2009)年４月末からは、救急

○ 急性期を乗り越えた患者
がより一層円滑に救急医療
病床から一般病床や療養病
床等への転床・転院できる
よう体制を構築する必要が
あります。

○ 合併症を併発している妊
産婦の受入体制の充実強化
のため、救急医療と周産期
医療の連携を図る必要があ
ります。

○ 広域災害・救急医療情報
システム（ＥＭＩＳ）をより
活用するため、消防機関と
の連携を一層図る必要があ
ります。

(4) 救命期後医療
○ 救急医療機関（特に第３次救急医療
機関）に搬入された患者が救急医療用
の病床を長期間使用することで、救急
医療機関が新たな救急患者を受け入れ
ることが困難になる、いわゆる医療機
関の「出口の問題」が指摘されていま
す。

(5) 母体救命救急体制
○ 重篤な合併症（脳卒中、心筋梗塞等）
を併発した妊産婦の救急患者について
は、救命救急センターや周産期母子医
療センターを中心に、救急医療部門と
周産期医療部門及びその関係部門（脳
神経外科、心臓血管外科等）が連絡を取
りあって受入れをしています。

２ 愛知県広域災害・救急医療情報システ
ムの運営
○ 昭和 56(1981)年４月に県内全域を対
象とした愛知県救急医療情報システム
を整備し、県民等に対し 24時間体制で
医療機関の案内業務を行っています。
平成 10(1998)年には、災害時に医療
機関の被災情報を把握する広域災害医
療情報システムを導入し、現在では、厚
生労働省、他都道府県と連携して全国
共通の災害医療情報等を収集する広域
災害・救急医療情報システム（ＥＭＩ
Ｓ）により災害医療の情報収集機能の
強化を図っています。
○ 平成 16(2004)年６月からは、インタ
ーネット方式による新たなシステムを
導入するとともに、現在では、５か国語
(英語、中国語、スペイン語、ポルトガ
ル語、韓国語)による音声ＦＡＸ自動案
内を開始しています。
○ 平成 21(2009)年４月末からは、救急

○ 急性期を乗り越えた患者
がより一層円滑に救急医療
病床から一般病床や療養病
床等への転床・転院できる
よう体制を構築する必要が
あります。

○ 合併症を併発している妊
産婦の受入体制の充実強化
のため、救急医療と周産期
医療の連携を図る必要があ
ります。

○ 広域災害・救急医療情報
システム（ＥＭＩＳ）をより
活用するため、消防機関と
の連携を一層図る必要があ
ります。
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隊が医療機関へ搬送した情報や問い合
わせしたものの受入不能であった情報
を、当該救急隊が携帯電話を使って入
力することにより、受入医療機関に関
する情報を共有する救急搬送情報共有
システム（ＥＴＩＳ）を全国で初めて
運用開始しています。
○ 令和元（2019）年 12月からは、県民
が現在受診可能な医療機関を検索でき
るＷｅｂサイト「あいち救急医療ガイ
ド」に外国語表示機能を追加し、４か
国語（英語、中国語（繁体語・簡体語）、
韓国語、ポルトガル語）による案内を
開始しています。

３ ドクターヘリ及び防災ヘリによる活動
○ 平成 14(2002)年１月から、愛知医大
病院高度救命救急センターにドクター
ヘリ（医師が同乗する救急専用ヘリコ
プター）を常駐させ、消防機関、医療機
関等からの出動要請に基づき救急医療
の専門医・看護師が同乗して、救急現
場に出動し、患者に高度な応急措置を
行い、医療機関へ短時間で搬送を行う
ことで、救命率の向上を図っています。
○ 出動実績は、平成 31年(2019)度 449
件、平成 30(2018)年度 509 件、平成
29(2017)年度 417件となっています。
○ 愛知県から他県に出動した件数は、
平成 31(2019)年度は 3 件、平成
30(2018)年度は 8件、平成 29(2017)年
度は 5件となっています。
また、他県から愛知県に出動した要
請件数は、平成 31(2019)年度は 12件、
平成 30(2018)年度は 17 件、平成
29(2017)年度は 17件となっています。
○ 「大規模災害時におけるドクターヘ
リの運用体制構築に係る指針」への対
応について、中部ブロック内で会議を
行い、災害時における広域的な連携・

隊が医療機関へ搬送した情報や問い合
わせしたものの受入不能であった情報
を、当該救急隊が携帯電話を使って入
力することにより、受入医療機関に関
する情報を共有する救急搬送情報共有
システム（ＥＴＩＳ）を全国で初めて運
用開始しています。

 （新規）

３ ドクターヘリ及び防災ヘリによる活動
○ 平成 14(2002)年１月から、愛知医大
病院高度救命救急センターにドクター
ヘリ（医師が同乗する救急専用ヘリコ
プター）を常駐させ、消防機関、医療機
関等からの出動要請に基づき救急医療
の専門医・看護師が同乗して、救急現場
に出動し、患者に高度な応急措置を行
い、医療機関へ短時間で搬送を行うこ
とで、救命率の向上を図っています。
○ 出動実績は、平成 26(2014)年度 377
件、平成 27(2015)年度 326 件、平成
28(2016)年度 365件となっています。
○ 他県からの出動要請件数は、平成

26(2014)年度は２件、平成 27(2015)年
度は６件、平成 28(2016)年度は４件と
なっています。
また、他県への出動要請件数は、平成

26(2014)年度は 20 件、平成 27(2015)
年度は 22件、平成 28(2016)年度は 29
件となっています。
○ 「大規模災害時におけるドクターヘ
リの運用体制構築に係る指針」への対
応について、中部ブロック内で会議を
行い、災害時における広域的な連携・協
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協力体制の構築を図っています。
（削除）

４ 救急医療についての普及活動の実施
○ 毎年、９月９日を救急の日とし、９
月９日を含む１週間を救急医療週間と
して、全国的に各種行事が行われてい
ます。

 ○ 愛知県では、９月９日又はその前後
の日に県民に救急医療・救急業務に対
する理解と協力を得るため救急医療推
進大会を開催し、救急医療・救急業務
功労者の表彰を行っています。

５ 病院前医療救護活動の充実強化
 ○ 救急救命士の処置範囲の拡大を中心
とした救急業務の高度化を推進するた
め、愛知県救急業務高度化推進協議会
及び県内７地区にメディカルコントロ
ール協議会を設置しています。
○ 救急救命士を計画的に養成するとと
もに、常時指示体制の確立などメディ
カルコントロール体制の構築を図って
います。
○ 心肺停止者に対する自動体外式除細
動器（ＡＥＤ）の使用が医師などの資
格を持たない一般県民にも認められた
ことから、県庁や多くの県民が利用す
る施設に設置されています。

６ 傷病者の搬送及び受入れの実施に関す
る基準
 ○ 消防機関による救急業務としての傷
病者の搬送及び医療機関による当該傷
病者の受入れの迅速かつ適切な実施を
図るため、平成 23(2011)年 12 月に傷
病者の搬送及び受入れの実施に関する
基準を定めて運用しています。

○ 新規の救急救命士を養成
するとともに高度な技術を
維持するための再教育を進
めていく必要があります。

力体制の構築を図っています。
○ 愛知県防災航空隊ヘリコプターは、
ドクターヘリが運行できない夜間にお
ける救急搬送や県域を越えた広域的な
救急搬送を行っています。

４ 救急医療についての普及活動の実施
○ 毎年、９月９日を救急の日とし、９月
９日を含む１週間を救急医療週間とし
て、全国的に各種行事が行われていま
す。

 ○ 愛知県では、９月９日又はその前後
の日に県民に救急医療・救急業務に対
する理解と協力を得るため救急医療推
進大会を開催し、救急医療・救急業務功
労者の表彰を行っています。

５ 病院前医療救護活動の充実強化
 ○ 救急救命士の処置範囲の拡大を中心
とした救急業務の高度化を推進するた
め、愛知県救急業務高度化推進協議会
及び県内７地区にメディカルコントロ
ール協議会を設置しています。
○ 救急救命士を計画的に養成するとと
もに、常時指示体制の確立などメディ
カルコントロール体制の構築を図って
います。
○ 心肺停止者に対する自動体外式除細
動器（ＡＥＤ）の使用が医師などの資
格を持たない一般県民にも認められた
ことから、県庁や多くの県民が利用す
る施設に設置されています。

６ 傷病者の搬送及び受入れの実施に関す
る基準
 ○ 消防機関による救急業務としての傷
病者の搬送及び医療機関による当該傷
病者の受入れの迅速かつ適切な実施を
図るため、平成 23(2011)年 12 月に傷
病者の搬送及び受入れの実施に関する
基準を定めて運用しています。

○ 新規の救急救命士を養成
するとともに高度な技術を
維持するための再教育いく
必要があります。
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救急隊はこの基準中の観察項目等を
使用し搬送先を決定します。また、受入
先決定に多数回照会が必要な事案の多
い手指切断例の事案ではテレトリアー
ジという仕組みを活用し、より適切な
搬送を目指しています。 

 救急隊はこの基準中の観察項目等を使
用し搬送先を決定します。また、受入先
決定に多数回照会が必要な事案の多い
手指切断例の事案ではテレトリアージ
という仕組みを活用し、より適切な搬
送を目指しています。

【今後の方策】 
○ 広域２次救急医療圏毎に医療資源等の状況が異なるため、第３次救
急医療機関の病院群輪番制の参加も含めて、地域の実情に応じた第２
次救急医療体制の構築について検討を進めていきます。 
○ ２次医療圏に救命救急センターの複数設置を進めていきます。 
○ 救命救急センターのさらなる機能強化・質の向上のための取り組み
として、「重症外傷センター」の指定制度の創設を検討します。 
○ 合併症を併発している妊産婦の受入れ体制の充実強化のため、救急
医療と周産期医療の連携を進めていきます。 
○ 救急医療の適正な利用を図るため、救急医療に関する診療所と病院
の役割などについて、様々な場を通じ啓発をしていきます。  
○ （削除）

（翌々ページへ移動） 

【今後の方策】 

○ 広域２次救急医療圏毎に医療資源等の状況が異なるため、第３次救急
医療機関の病院群輪番制の参加も含めて、地域の実情に応じた第２次救

急医療体制の構築について検討を進めていきます。 
○ ２次医療圏に救命救急センターの複数設置を進めていきます。 

（新規） 

○ 合併症を併発している妊産婦の受入れ体制の充実強化のため、救急医

療と周産期医療の連携を進めていきます。 
○ 救急医療の適正な利用を図るため、救急医療に関する診療所と病院の

役割などについて、様々な場を通じ啓発をしていきます。  
○ 「大規模災害時におけるドクターヘリの運用体制構築に係る指針」へ
の対応について、中部ブロック内で会議を行い、災害時における広域的
な連携・協力体制の構築を図っていきます。 
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（前々ページより移動） 
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愛知県地域保健医療計画 中間見直し 新旧対照表 

新 旧 

※図・表の修正は煩雑になるためタイトルに下線・マーカーをしています
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